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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
係
る
地
方
自
治
体
向
け
非
公
開
説
明
会
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
五
月
以
降
に
都
道
府
県
単
位
で
開
催
し
て
い
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
地
方
公

共
団
体
向
け
説
明
会
は
、
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
担
当
者
に
参
加
い
た
だ
き
、
「
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に

関
す
る
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
等
に
つ
い
て
情
報
提

供
を
行
う
と
と
も
に
、
質
問
及
び
意
見
を
伺
う
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
開
催
自
体
は
、
最
終
処
分
関
係
閣
僚

会
議
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
報
告
が
な
さ
れ
、
国
民
に
も
明
確
に
示
さ
れ
た
上
で
、
順
次
開
催
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
他

方
、
基
本
方
針
に
お
い
て
、
「
国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
最
終
処
分
に
関
す
る
政
策
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
緊
密

に
行
う
と
と
も
に
、
積
極
的
に
意
見
を
聴
き
、
丁
寧
な
対
話
を
重
ね
て
い
く
」
と
し
た
と
こ
ろ
、
当
日
の
説
明
会
を
仮
に
公

開
の
下
で
行
え
ば
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
関
心
の
有
無
等
に
つ
い
て
様
々
な

誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
理
由
に
地
方
公
共
団
体
が
説
明
会
へ
の
参
加
や
説
明
会
の
中
で
の
発
言
を
控
え
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
た
た
め
、
非
公
開
で
行
う
こ
と
と
し
た
。

一



御
指
摘
の
「
自
治
体
向
け
説
明
会
に
お
け
る
配
布
資
料
」
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
向
け
説
明
会
に
お
い
て
高
レ
ベ

ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
の
配
布
資
料
と
し
て
、
経
済
産
業
省
、
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機

構
等
が
連
携
し
て
運
営
し
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
資
料
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「

議
事
内
容
」
、
「
開
催
日
程
」
及
び
「
開
催
実
績
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
適
切
に
公
表
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
御
指
摘

の
「
出
席
自
治
体
数
、
出
席
率
及
び
自
治
体
名
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
ご
と
の
関
心
の
有
無
等
に
つ
い
て
様
々
な
誤
解
を
招

き
、
そ
の
結
果
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
最
終
処
分
に
関
す
る
政
策
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
緊
密
に
行
う
と
と
も
に
、
積

極
的
に
意
見
を
聴
き
、
丁
寧
な
対
話
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
表
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
「
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
特
定
放
射
性
廃
棄
物
が
、
最
終

処
分
施
設
の
立
地
及
び
建
設
、
操
業
等
を
通
じ
て
安
全
に
処
分
さ
れ
る
ま
で
、
発
生
者
と
し
て
の
基
本
的
な
責
任
を
有
す
る

」
及
び
「
国
、
機
構
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
及
び
関
係
研
究
機
関
は
、
最
終
処
分
に
関
す
る
知
識
を
普
及
し
、
国
民
の

関
心
を
深
め
る
た
め
、
積
極
的
な
情
報
公
開
に
努
め
、
相
互
に
連
携
し
つ
つ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
原
子
力
、
放
射
性
廃
棄
物
に

二



関
す
る
広
聴
や
広
報
、
教
育
、
学
習
の
機
会
を
増
や
す
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
き
、

平
成
二
十
七
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
経
済
産
業
省
が
主
催
し
た
地
方
公
共
団
体
向
け
説
明
会
に
お
い
て
は
、
発
電
用
原

子
炉
設
置
者
で
あ
る
電
力
会
社
が
説
明
会
の
運
営
に
協
力
し
た
。
こ
う
し
た
協
力
に
つ
い
て
、
「
説
明
会
等
へ
の
電
力
会
社

社
員
の
動
員
は
強
い
批
判
を
招
い
て
き
た
と
こ
ろ
、
な
ぜ
再
び
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
か
」
と
の
御
指
摘
は
当
た

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
自
治
体
向
け
説
明
会
の
開
催
」
は
、
ま
ず
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
全
国
都
道
府
県
知
事
会

議
に
お
い
て
、
経
済
産
業
省
職
員
が
各
都
道
府
県
を
訪
問
し
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
向
け
た
政
府
の
新

た
な
方
針
や
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
く
意
向
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
す
る
理
解
と

協
力
を
求
め
た
。
次
に
、
平
成
二
十
七
年
三
月
に
、
総
務
省
の
協
力
を
得
て
、
全
国
の
市
区
町
村
に
対
し
、
今
後
の
情
報
提

供
に
関
す
る
担
当
部
署
の
登
録
を
依
頼
し
た
。
そ
の
上
で
、
同
年
五
月
よ
り
、
都
道
府
県
ご
と
に
地
方
公
共
団
体
向
け
説
明

会
の
日
程
等
を
連
絡
し
た
上
で
、
順
次
開
催
し
て
い
る
。

一
連
の
連
絡
等
を
行
う
中
で
、
各
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
に
は
、
適
切
に
対
応
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
と
受
け
止
め
て

三



い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
利
益
を
還
元
」
と
は
、
最
終
処
分
事
業
の
実
現
が
社
会
全
体
の
利
益
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
そ
の
実

現
に
貢
献
す
る
地
域
に
対
し
、
社
会
と
し
て
適
切
に
利
益
を
還
元
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的

に
は
、
基
本
方
針
に
あ
る
と
お
り
「
文
献
調
査
段
階
か
ら
、
電
源
三
法
（
電
源
開
発
促
進
税
法
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
、

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
）
に
基
づ
く
交
付
金
を
交
付
す
る
ほ
か
、
地
域
の
関
心
や
意
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
処
分
地

選
定
調
査
の
進
展
に
応
じ
、
当
該
地
域
の
持
続
的
発
展
に
資
す
る
総
合
的
な
支
援
措
置
を
関
係
地
方
公
共
団
体
と
協
力
し
て

検
討
し
講
じ
て
い
く
」
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
二
十
七
年
五
月
以
降
に
開
催
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
向
け
説
明
会
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一

か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
最
終
処
分
に
関
す
る
政
策
等
に

関
す
る
情
報
提
供
を
緊
密
に
行
う
と
と
も
に
、
積
極
的
に
意
見
を
聴
き
、
丁
寧
な
対
話
を
重
ね
て
い
く
方
針
で
あ
り
、
そ
の

時
々
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
適
切
な
形
で
進
め
て
い
き
た
い
。

四


